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令和８年度小中学校における学習者用端末購入の概要 

 

１ 取得の目的 

ＧＩＧＡスクール構想第１期で整備した学習者用端末を更新することで、ＩＣＴ環境整備

及び児童生徒の情報活用能力の育成を図る。 

 

２ 名称及び数量  学習者用端末ｉＰａｄ          ４，０３５式 

ｉＰａｄ用保護・キーボード付きケース  ４，０３５式 

タッチペン               ４，０３５式 

ｉＰａｄ用衝撃保護フィルム       ４，０３５式 

モバイルデバイス管理(ＭＤＭ)ツール   ４，０３５式 

キッティング作業            ４，０３５式 

変換ケーブル              ４，０３５式 

 

３ 取得の方法   随意契約 

 

４ 取得価格    ２３６，２１６，９７０円 

 

５ 契約の相手方  松阪市石津町字地蔵裏３５３番地１ 

          株式会社 松阪電子計算センター 

代表取締役 瀬野 喜久 

６ 物品の仕様 

（１）学習者用端末 ｉＰａｄ 

ア ＯＳ        ｉＯＳ２６（納入時の最新バージョン） 

イ ストレージ     １２８ ＧＢ以上 

ウ 画面        １０．９インチ以上 

エ 無線        ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／n／ａｃ／ａｘ以上対応 

オ カメラ         インカメラ及びアウトカメラ 

カ 音声接続端子      マイク・ヘッドフォン端子×１以上 

キ 外部接続端子    ＵＳＢ２．０以上の規格であって、ＵＳＢ Ｔｙｐｅ Ｃ  

ＰＤ(Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ)に対応してポートを１

つ以上有していること 

ク バッテリー稼働時間 ８時間以上 

（２）ｉＰａｄ用保護・キーボード付きケース   

Ｒｕｇｇｅｄキーボードケース 
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（３）タッチペン              

ゴムペン先タッチペン（ＧＩＧＡスクール専用モデル） 

（４）ｉＰａｄ用衝撃保護フィルム        

ｉＰａｄ第１０世代専用ペーパーライクフィルム 

（５）モバイルデバイス管理(ＭＤＭ)ツール   

Ｊａｍｆ Ｐｒｏ ｆｏｒ ｉＯＳ 

（６）キッティング作業   

   ＯＳ初期設定、ネットワーク整備、動作確認、フィルム貼り 

（７）変換ケーブル     

 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－ＡｔｏＣケーブル１．０（ＴＢ-ＡＣ１０ＮＢＫ） 

 

７ 各校配置予定数 

場
所 

亀
山
西
小
学
校 

亀
山
東
小
学
校 

昼
生
小
学
校 

川
崎
小
学
校 

野
登
小
学
校 

白
川
小
学
校 

神
辺
小
学
校 

井
田
川
小
学
校 

亀
山
南
小
学
校 

関
小
学
校 

加
太
小
学
校 

亀
山
中
学
校 

中
部
中
学
校 

関
中
学
校 

合
計 

端

末

数 

493 437 45 449 54 35 115 681 83 229 32 603 593 116 3,965 

※予備機…70台 
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取得の方法が「随意契約」である理由について 
 
教育のＩＣＴ化を着実に推進するため、三重県教育委員会及び県内市町等教

育委員会は、全県的な取組として三重県ＧＩＧＡスクール構想推進協議会を設
置し、ＧＩＧＡスクール構想第１期で整備した学習者用端末等の共同調達によ
る更新の取組を行っており、現在、本市を含む県内２８市町等がこの取組を活用
しています。 
本市の現有の一人一台端末は、ＧＩＧＡスクール構想第１期で整備したもの

で、令和８年度は、学習者用端末（ｉＰａｄ）の更新時期を迎える本市を含む県

内９市町が活用を予定しています。 
共同調達による学習者用端末等の購入は、スケールメリットによる端末やサ

ービスの調達、さらには確実な納入に加え、三重県公立学校情報機器整備事業補
助金の活用ができることなど、様々なメリットがあります。 
こうしたことを踏まえ、令和８年２月１６日に協議会が共同調達に係る企画

提案コンペで事業者を決定したことは、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号及び亀山市随意契約ガイドライン８（２）その性質又は目的が競争入札
に適しない契約をするとき⑧他の公共団体と共同で運営処理するために業者が
特定される場合で随意契約を締結できる場合に該当するため、協議会が決定し
た株式会社松阪電子計算センターと随意契約を締結し、学習者用端末等の更新
を行うものです。 

 
【共同調達とは】 

自治体における共同調達とは、複数の地方公共団体が共通の仕様書を作成し、
単一の事業者からシステムや物品・サービスを一括して調達することで、費用
削減や事務負担軽減を図る手法です。 
 

●地方自治法施行令（抜粋） 
（随意契約） 
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契 
約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製 

造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の 
契約でその性質又は目 的が競争入札に適しないものをするとき。 
 

●亀山市随意契約ガイドライン（抜粋） 
８ 随意契約に係る運用の基準 
（２）その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき  

適用参考事例【物品購入・役務等】 
⑧ 他の公共団体と共同で運営処理をするために業者が特定される場合 

 
参考：令和８年度三重県公立小中学校等における学習者用端末購入（iPad）企画提案コンペ 

・参加仕様書等の URL：https://www.pref.mie.lg.jp/NYUSATSU/m0045300097.htm 

・結果についての URL：https://www.pref.mie.lg.jp/NYUSATSU/m0045300102.htm 
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